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野木町農業委員会第４回総会 会議録 

 

１．開催日時   令和２年１０月２０日（火）午前１０時招集 

 

２．開催場所   野木町役場新館２階 大会議室 

 

３．出席委員   ９名 

会 長      ９番  黒 須 市 郎 

会長職務代理者  ７番  田 村 良 実 

委 員      １番  鈴 木   誠  ２番  柿 沼   誠 

３番  古 澤 清一郎  ４番  渡 邉 初 枝 

   ５番  針 谷 盛 也  ６番  須 田 啓 一 

   ８番  舘 野 アサ子 

 

４．事務局職員  潮事務局長・猪瀬次長兼庶務農地係長・手島主任 

 

５．付議案件 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２号 農用地利用集積計画の策定について 

議案第３号 野木農業振興地域整備計画の変更について 

議案第４号 野木農業振興地域整備計画の見直しについて 

   報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報告について 

   報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理 

報告について 

   報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告について 



 

 

「 議  事 」 

 

事務局長   開会を宣言（午前１０時） 

 

議  長   あいさつ及び出席委員数の報告及び総会成立宣言を行う。 

議事に入る前に、議事録署名人指名について会議に諮った。 

（異議なしの声あり） 

異議なしの声を受け、議席番号７番 田村良実委員、８番 舘野アサ子

委員を指名した。書記には、手島主任を指名した。 

議事に入る旨を告げる。議案第１号農地法第５条の規定による許可申請 

について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第１号について説明。 

       野 木  １筆 ３５９㎡ 

       譲渡人   Ａ 氏 

       譲受人   Ｂ 氏、Ｃ 氏 

       権利の設定 使用貸借権設定 

       事由の概要 一般住宅敷地 

 

議  長   野木地区担当調査員の報告を求めた。 

 

６番委員   １０月１４日、２番委員、地元の７番委員、地元推進委員と申請者の代 

理人の立ち合いの下調査を行った。Ａ氏は農家で、Ｃ氏はＡ氏の娘で 

ある。申請地の周りは住宅地と畑となっている。西側は畑として耕作さ 

れているが、耕作者の同意書ももらっており、適正と思われる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員   調査員の説明のとおりである。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第１号について許可することに賛成の委員の挙手 

を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第２号農用地利用集積計画の策定について事務局の説明を求 

めた。 

 

事 務 局   議案第２号について説明 



 

 

（１件目） 

更新 野 木    ２筆 ６，３５９㎡ 現況 畑 

設定する者    Ｄ 氏 

設定を受ける者  Ｅ 氏 

期間    令和２年１１月１日から令和５年１０月３１日 

利用権の種類    賃借権 

借賃        １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払い時期  毎年１２月３１日までに支払い 

 

       （２件目） 

       更新 野 木    ２筆 ７，０８５㎡ 現況 畑 

       設定する者    Ｆ 氏 

       設定を受ける者  Ｅ 氏 

       期間    令和２年１１月１日から令和５年１０月３１日 

       利用権の種類    賃借権 

       借賃        １０ａあたり１０，０００円 

       借賃の支払い時期  毎年１２月３１日までに支払い 

 

       （３件目） 

       更新 友 沼    ①３筆 ６，１３１㎡ 現況 田 

                 ②２筆 １，３６２㎡ 現況 田 

       設定する者    Ｇ 氏 

       設定を受ける者  Ｈ 氏 

       期間    令和２年１１月１日から令和７年１０月３１日 

       利用権の種類    賃借権 

       借賃        ①１０ａあたり１０，０００円 

                 ②１０ａあたり７，０００円 

       借賃の支払い時期  毎年９月末日までに支払い 

 

       （４件目） 

       新規 友 沼    １筆   ４６６㎡ 現況 田 

       設定する者    Ｉ 氏 

       設定を受ける者  Ｈ 氏 

       期間    令和２年１１月１日から令和７年１０月３１日 

       利用権の種類    賃貸借 

       借賃        １０ａあたり１０，０００円 

       借賃の支払い時期  毎年９月末日までに支払い 

 



 

 

       （５件目） 

       新規 友 沼    ３筆 １０，４５５㎡ 現況 田 

       設定する者    Ｊ 氏 

       設定を受ける者  Ｈ 氏 

       期間    令和２年１１月１日から令和１２年１０月３１日 

       利用権の種類    賃貸借 

       借賃        １０ａあたり１０，０００円 

       借賃の支払い時期  毎年９月末日までに支払い 

 

       （６件目） 

       新規 若 林    ３筆 ５，１９２㎡ 現況 田 

          佐川野    ２筆 ２，３０９㎡ 現況 田 

           計     ５筆 ７，５０１㎡ 

       設定する者    Ｋ 氏 

       設定を受ける者  Ｌ 氏 

       期間    令和２年１１月１日から令和１２年１０月３１日 

       利用権の種類    賃貸借 

       借賃        全部で米７袋 

       借賃の支払い時期  毎年１２月３１日までに支払い 

 

       （７件目） 

       新規 佐川野    １筆   ９７７㎡ 現況 畑 

       設定する者    Ｍ 氏 

       設定を受ける者  Ｎ 氏 

       期間    令和２年１１月１日から令和９年１２月３１日 

       利用権の種類    賃貸借 

       借賃        １０ａあたり５，０００円 

       借賃の支払い時期  毎年１２月３１日までに支払い 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第２号について承認することに賛成の委員の挙手 

を求めた。（全員挙手）全員賛成と認め承認することを告げた。 

次に、議案第３号野木農業振興地域整備計画の変更について、事務局の 

説明報告を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号（１件目）について説明。 

       南赤塚    １筆 １，３５９㎡のうち４９０㎡ 

  登記簿 畑・現況 田 



 

 

       利用目的   住宅敷地 

       利用予定者  Ｏ 氏、Ｐ 氏 

       所有者    Ｑ 氏 

 

議  長   南赤塚地区担当調査員の報告を求めた。 

 

３番委員   １０月１５日１０時、１番委員、地元の５番委員、地元推進委員ととも 

に、代理人行政書士の立ち合いの下、現地調査を行った。 

       Ｐ氏はＱ氏の娘であり、住宅敷地として利用するための申請であり、今 

後は、農地転用申請を予定している。敷地内にポンプ小屋があり、その 

部分は今回の申請から除外してある。現地は第１種農地であり、代替 

性がなく、集落接続もしているため、許可が適正であると思われる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

５番委員   調査員の報告のとおりです。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第３号１件目について適とすることに賛成の委員 

の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め適することを告げた。 

次に、議案第３号２件目について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号（２件目）について説明。 

       野 木    １筆 ３００㎡ 

  登記簿 畑・現況 田 

       利用目的   住宅敷地 

       利用予定者  Ｒ 氏 

       所有者    Ｓ 氏 

 

議  長   野木地区担当調査員の報告を求めた。 

 

１番委員   １０月１５日、３番委員、地元７番委員、地元推進委員とともに、代理 

人行政書士の立ち合いの下調査を行った。申請地は住宅地であり、草も 

刈ってあり、整地もされている。なんら問題はないと思われる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 



 

 

７番委員   申請地は、草も刈ってあり、杭もはっきりしている。調査員の説明のと 

おり問題は無いと思われる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第３号２件目について適とすることに賛成の委員 

の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め適することを告げた。 

次に、議案第３号３件目について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号（３件目）について説明。 

       野 木    ２筆 １６０㎡ 

  登記簿 畑・現況 田 

       利用目的   宅地への進入路 

       利用予定者  Ｔ 氏 

       所有者    Ｔ 氏 

 

議  長   潤島地区担当調査員の報告を求めた。 

 

５番委員   １０月１２日、８番委員、地元６番委員、地元推進委員とともにＴ氏立 

ち合いの下調査を行った。母屋の建て替えのために、進入路が必要であ 

り、本申請となった。本来、事前に許可を取り進入路を作るものだが、 

数年前に農地上に現在の砂利敷き進入路を作ってしまった。申請地の両 

脇は農地としてきれいに耕作されている。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

６番委員   事後承諾となってしまったのは問題だが、自分の土地の中に作っており、 

やむを得ないと思われる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。 

 

７番委員   道を作るまではどのように入っていたのか。 

 

事務局    家の周りの赤道を使っていたが、非常にせまく、隣の農地にもくいこん 

で通っていたとのことである。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第３号３件目について適とすることに賛成の委員 



 

 

の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め適することを告げた。 

次に、議案第３号４件目について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号（４件目）について説明。 

       野 木    ６筆 ８，９０４㎡ 

  登記簿 畑・現況 畑田 

       利用目的   駐車場敷地 

       利用予定者  Ｕ 株式会社 

       所有者    Ｕ 株式会社 

 

議  長   野木地区担当調査員の報告を求めた。 

 

２番委員   １０月１４日、６番委員、地元７番委員、地元推進委員とともに、Ｕ株 

式会社社員の立ち合いの下調査を行った。 

       代替地は５００ｍ以上離れており、周りの農地への支障も問題なく、他 

の農家への影響も無い、用水・排水も影響なく、土地改良後８年以上 

経過している、面積も必要最小限であり、問題ないと思われる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。 

 

６番委員   町の発展のため、また農地への影響も少ないと思われ、問題ないと思わ 

れる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員   駐車場は砂利敷き予定だが、舗装にする場合は浸透式とするとのこと。 

       その他は調査員の説明のとおりであり、問題ないと思われる。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第３号４件目について適とすることに賛成の委員 

の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め適することを告げた。 

次に、議案第４号野木農業振興地域整備計画の見直しについて事務局の 

説明を求めた。 

 

事務局    産業課農業振興係の担当より説明。 

 



 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第４号野木農業振興地域整備計画の見直しについ 

て承認とすることに異議が無いか諮った。（異議なしの声） 

異議無しと認め承認することを告げた。 

次に、報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報 

告について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第１号（１件目）について説明。 

野 木  １筆  １，６５２㎡  登記簿・現況ともに 田 

  ４筆  ６，４１３㎡  登記簿 畑 現況 田 

  １筆  ２，０２０㎡  登記簿 山林 現況 畑 

  ３筆  ２，７２７㎡  登記簿・現況ともに 畑 

        計   ９筆 １２，８１２㎡ 

       権利を取得した者    Ｖ 氏 

       権利取得日   令和２年９月３日 

       取得した権利  相続による所有権 

 

       （２件目） 

       友 沼  １２筆 ２２，２２３㎡ 登記簿・現況ともに 田 

             ９筆  ５，４５４㎡ 登記簿・現況ともに 畑 

             ３筆  ２，５４９㎡ 登記簿 畑・現況 田 

             ３筆  ２，６３６㎡ 登記簿 山林・現況 畑 

             １筆    ２２８㎡ 登記簿 山林・現況 田 

        計   ２８筆 ３３，０９０㎡ 

       権利を取得した者    Ｗ 氏 

       権利取得日   令和２年８月２５日 

       取得した権利  相続による所有権 

 

       （３件目） 

       丸 林   １筆    ４０５㎡ 登記簿 山林・現況 畑 

       権利を取得した者    Ｘ 氏 

       権利取得日   令和２年８月２５日 

       取得した権利  相続による所有権 

 

       （４件目） 

       野 木   １筆    ７５８㎡ 登記簿・現況ともに 畑 

       権利を取得した者    Ｙ 氏 

       権利取得日   令和２年９月８日 



 

 

       取得した権利  相続による所有権（持分３分の１） 

 

議  長   この案件は調査不要であることを告げ、次に、報告第２号農地法第５条 

第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理報告について事務局 

の報告を求めた。 

 

事 務 局   報告第２号について説明。 

   丸 林 １筆  ２８１㎡  登記簿 山林・現況 田 

       譲渡人    Ｚ 氏 

       譲受人    ａ 氏 

       事由の概要  住宅敷地 

       移転の内容  売買による所有権移転 

 

議  長   この案件は調査不要であることを告げ、次に、報告第３号農地法第１８

条第６項の規定による通知書の受理報告について、事務局の報告を求め

た。 

 

事 務 局   報告第３号（１件目）について説明。 

       若 林 ３筆 ５，１９２㎡ 登記簿・現況ともに 田 

       佐川野 ２筆 ２，３０９㎡ 登記簿 畑・現況 田 

        計  ５筆 ７，５０１㎡ 

       賃貸人    ｂ 氏 

       賃借人    ｃ 氏 

       解約理由   賃借人の都合による 

       合意解約日  令和２年９月２９日 

 

       （２件目） 

       佐川野 １筆 ９７７㎡ 登記簿・現況ともに 畑 

       賃貸人    ｄ 氏 

       賃借人    ｅ 氏 

       解約理由   賃借人の都合による 

       合意解約日  令和２年９月３０日 

 

議  長   この案件は調査不要であることを告げた。議案第１号から第４号、報 

告第１号から第３号の全ての審議の終了を告げた。次にその他について、

事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   ①農地の貸借・売買について 



 

 

       ②女性の草刈り講習会について 

       ③その他 

 

議  長   他に何かあるか諮った。（別になしの声あり） 

以上で議事が全部終了した旨を告げ、閉会を宣言した。 

（午前１１時２５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


